
別紙１

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容                                                  

　　　ア　くすのき園拠点区分（社会福祉事業）

　　　　・「法人本部」

　　　　・「生活介護事業」

　　　　・「相談支援受託事業」

　　　　・「短期入所事業」

（３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　　　　・「共同生活援助・介護事業サービス」

　　　　・「就労継続支援事業」

　　　イ　不動産賃貸業拠点区分（収益事業）

　　　　・「相談支援センター（賃貸）」

　　　当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

　　　当法人は、公益事業を行っていないため作成していない。    

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式） 

  　　当法人は、拠点区分が1つであるため作成していない。

(2)高知県民間社会福祉施設職員退職手当共済事業による退職給付制度

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。                                    

（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）               

（２）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）                 

４．法人で採用する退職給付制度

(1)独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

（２）固定資産の減価償却の方法                                                                      

　　・建物、構築物、車両及び運搬具並びに器具及び備品－定額法

　　・ソフトウェア－定額法

（３）引当金の計上基準                                                                              

　　・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する民間社会福祉施設職員退職手

　　　当共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

　　　該当なし                           

　　・賞与引当金－翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金

　　　に計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法                                                                



前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

250,794,278 0 0 250,794,278

594,517,253 1,706,100 33,200,293 563,023,060

845,311,531 1,706,100 33,200,293 813,817,338

④（①+②）-③＝41,220円

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

813,122,753 250,099,693 563,023,060

813,122,753 250,099,693 563,023,060

39,024,663 19,078,325 19,946,338

55,096,576 32,427,755 22,668,821

15,436,487 12,953,857 2,482,630

84,592,828 74,098,326 10,494,502

194,150,554 138,558,263 55,592,291

1,007,273,307 388,657,956 618,615,351

構築物

車輌運搬具

器具及び備品

小　　計

合　　計

建物

	　　（独立行政法人　福祉医療機構）　　　　　　　　　　　　　 					

	　　――――――――――――――――――――――――――――――――― 				

	　　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 246,088,000円 				

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産

建物

小　　計

その他の固定資産

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。                   				

　　1年以内返済予定設備資金借入金　　　　　　　　　　　 19,428,000円				

	　　（独立行政法人　福祉医療機構）　　　　　　　　　　　　　					

	　　設備資金借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 226,660,000円				

担保に供されている資産は、以下のとおりである。                                 				

　　建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 416,462,403円				

	　　土地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 221,478,377円 				

	　――――――――――――――――――――――――――――――――― 			　　

　　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 637,940,780円 				

８．担保に供している資産

（単位：円）

基本財産の種類

土地

建物

合　　計

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・10万円未満の国庫補助金積立金の取崩し

③固定資産管理台帳-当期減価償却額-うち国庫補助金の額　16,630,148円

①計算書類-事業活動計算書（第二号第一様式）-国庫補助金特別積立金取崩額　16,666,164円

④41,220円は10万円未満の国庫補助金等にて取得した資産（スタンドアルコールディスペンサー

22,220円、掃除機　東芝VC-CL19,000円）となっております。

②計算書類-就労支援事業明細書（別紙３（⑱-2））-国庫補助金特別積立金取崩額　 5,204円

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。



債権額
徴収不能引当金の当期

末残高
債権の当期末残高

58,462,794 0 58,462,794

58,462,794 0 58,462,794

該当なし

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

事業未収金

合　　計


